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佐賀市立図書館サーマ ルカ メ ラ 運用基準 

 

 （ 目的）  

第１ 条 こ の運用基準は、 佐賀市立図書館において 新型コ ロ ナウイ ルス 感染症予防を  

目的と し て 設置する サーマ ルカ メ ラ （ 以下「 サーマ ルカ メ ラ 」 と いう 。） の取り 扱

いについて 、 必要な 事項を 定める 。  

（ 定義）  

第２ 条 こ の基準において 、 次の各号に掲げる 用語の意義は、 そ れぞれ当該各号に定

める と こ ろ によ る 。  

（ １ ） サーマルカ メ ラ  本市が前条の目的を 達成する た めに設置する カ メ ラ  

（ ２ ） 映像データ  サーマ ルカ メ ラ を 用いて 記憶媒体（ 以下「 メ モ リ ーカ ード 等」 と

いう 。） に記録し た映像データ  

（ ３ ） デ ータ 媒体 第６ 条の規定に よ り 提供す る 映像デ ー タ を 記録す る た め の外  

部記録媒体 

 （ サーマ ルカ メ ラ の設置）  

第３ 条 サーマ ルカ メ ラ は、 佐賀市立図書館の建物内に設置する 。  

２  サーマ ルカ メ ラ を 設置し た 場所には、 利用者の見やすい位置にサーマ ルカ メ ラ が

作動中で ある 旨の表示を する も のと する 。  

 （ 管理者及び取扱者）  

第４ 条 サーマ ルカ メ ラ の適正な 運用及び管理を 図る た め、 管理者（ 以下「 管理者」

と いう 。） 及び取扱者（ 以下「 取扱者」 と いう 。） を 置く 。  

２  管理者は、 佐賀市立図書館長と する 。  

３  取扱者は、 佐賀市立図書館職員の中から 、 管理者が指名する 。  

４  管理者は、 取扱者にこ の基準を 遵守さ せな ければな ら ない。  

５  取扱者は、 こ の基準を 遵守し 、 サーマ ルカ メ ラ 及び映像データ の適正な取り 扱い

に努めな ければな ら な い。  

 （ 映像データ の取り 扱い）  

第５ 条 サーマ ルカ メ ラ が撮影し た映像データ は、 設置目的に必要な 範囲内において

随時モ ニ タ ーで 確認で き る よ う にする 。 ま た、 基準と なる 温度以上の発熱者を 検知

し た際の映像データ は、 メ モ リ ーカ ード 等に記録する も のと する 。  

２  メ モ リ ーカ ード 等に記録し た 映像データ は、 本人特定後速やかに消去する も のと

する 。  

３  映像データ は撮影時の状態で 記録する も のと し 、 加工し て はな ら な い。  

（ 映像データ の提供時の制限）  

第６ 条 映像データ は、 佐賀市個人情報保護条例の規定に基づく 場合のほか、 サーマ

ルカ メ ラ の管理者及び取扱者以外のも のに提供し てはな ら ない。  



２  佐賀市個人情報保護条例の規定に基づき 映像データ を 提供する と き は、 提供先に

対し 、 次に掲げる 条件を 付さ な ければな ら な い。  

（ １ ） データ 媒体に記録し た映像データ を 複写し てはな ら ないこ と  

（ ２ ） 映像データ が不要になっ た と き は、 データ 媒体を 返却する こ と  

３  提供先から 返却さ れたデータ 媒体に記録さ れた映像データ は、 復元で き な い方法

によ っ て 消去し な ければな ら な い。  

 （ 委任）  

第７ 条 こ の基準に定める も ののほか、 サーマ ルカ メ ラ の設置及び運用に関し 必要な

事項は、 管理者が協議の上定める 。  

 

附則 

こ の基準は令和２ 年  月  日から 実施する 。  


